
（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 108,300 千円

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,741,173 千円

（うち一般財源）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 町債 その他
うち地方消費
税交付金（社会
保障財源化分）

障害者福祉事業 493,088 344,951 2,300 0 145,837 14,075

高齢者福祉事業 124,391 3,912 1,200 50,229 69,050 6,664

児童福祉事業 455,969 85,400 0 10,942 359,627 34,708

母子福祉事業 19,669 6,832 5,200 100 7,537 727

その他 26,079 0 0 0 26,079 2,517

小計 1,119,196 441,095 8,700 61,271 608,130 58,691

国民健康保険事業 98,438 40,077 0 0 58,361 5,632

介護保険事業 204,904 0 0 0 204,904 19,776

後期高齢者保健事業 147,177 29,549 0 0 117,628 11,352

小計 450,519 69,626 0 0 380,893 36,760

母子保健事業 29,239 4,436 0 3,000 21,803 2,104

疾病予防対策事業 73,357 1,861 5,000 16,139 50,357 4,860

健康増進事業 36,087 6,083 0 1,800 28,204 2,722

小計 138,683 12,380 5,000 20,939 100,364 9,686

32,775 0 0 0 32,775 3,163

1,741,173 523,101 13,700 82,210 1,122,162 108,300

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（令和5年度予算）

(1,122,162千円)
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財　源　内　訳

地方公務員共済組合負担金（基礎
年金拠出金及び育児休業手当金）

　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％に、令和元年10月1日より8％が10％
に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障4経費（年金、医療、介護、子育て）及びその他社会保障施策に要する経費に充てる
ものとされています。
　軽米町の令和5年度一般会計予算における社会保障関連経費への充当状況は下記のとおりで
す。


